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専
用
医
療
ツ
ー
リ
ズ
ム
病
院
に
お
け
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応
召
義
務
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙

答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
早
稲
田
夕
季
君
提
出
外
国
人
専
用
医
療
ツ
ー
リ
ズ
ム
病
院
に
お
け
る
応
召
義
務
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る

答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

医
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
診
療
に
応
ず
る
義
務
の
有
無
を
判
断
す

る
に
当
た
っ
て
は
、
同
項
に
い
う
正
当
な
事
由
の
有
無
を
個
々
の
事
例
に
即
し
て
具
体
的
に
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る

た
め
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
一
般
的
に
は
、
患
者
の
国
籍
の
み
を
理
由
と
し
て

診
療
を
拒
む
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
て
い
る
。


